
 

 

「小規模多機能型居宅介護」 

「介護予防小規模多機能型居宅介護」 

重要事項説明書 
 

当事業所は、ご利用者に対して、 

指定小規模多機能型居宅介護事業所・指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

としてサービスの提供開始にあたり、 

「豊中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成24年豊中市条例第70号）」、「豊中市指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成 24 年豊中

市条例第74号）」に基づいて、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、ご利

用上ご注意いただきたいことを、次の通り説明します。 

 

 

株式会社ピグマリオン 
 

ピグマリオン ヒュッテ上野 

 
 



１． 業者 

（１）法人名   株式会社ピグマリオン 

（２）法人所在地 大阪府豊中市東泉丘１－２３８３－２ 

（３）電話番号  ０６－６８５７－２７２１ 

（４）代表者名  中辻 剛 

 

２． 事業の概要 

（１） 事業所の種類 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

（２） 事業者の目的 小規模多機能型居宅介護を円滑に運営管理し、ご利用者の意思と人格を

尊重し、ご利用者の立場にたった適切な介護サービスの提供を確保する。 

（３） 事業所の名称 ピグマリオン ヒュッテ上野 

（指定事業所番号：２７９４０００２２０） 

  （４）事業所の所在地  大阪府豊中市上野東１－１６－３ 

  （５）電話番号 ０６－４８６５－３３０７ 

  （６）管理者氏名 四宮雅子 

  （７）当事業所の運営方針 

     ①当事業所を通じて必要な介護サービスを利用することにより、可能なかぎり地域とか

かわりを保持しながら、慣れ親しんだ地域・在宅での生活を継続できるよう支援に努

める。 

     ②ご家族との信頼関係を深め、よき相談相手になるように努める。 

     ③地域に根ざした在宅福祉サービスの拠点として、保健医療サービスや福祉サービスの

各機関と適切な連携をとるとともに、地域の方々とも連携を図りながら、ご利用者及

びご家族の生活の支援に努める。 

 

３． 通常の実施地域および営業時間 

（１） 豊中市全域 

（２）営業日 ３６５日 

営業時間 ２４時間 

通いサービスの営業時間 午前７時３０分から午後８時までとする。 

  宿泊サービスの営業時間 午後８時から午前７時３０分までとする。 

訪問サービスの営業時間 ２４時間 

 

４．登録定員及び利用定員 

  登録定員：２９名  通いサービス利用定員：１５名  宿泊サービス利用定員：５名 

 

５．従業者の職種、員数及び職務の内容               （令和7年 4月1日現在） 

（１）管理者 １名（常勤） 

管理者は、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等にお

いて規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対して遵守すべき事項につい

て指揮・命令を行います。 

 

（２） 介護支援専門員（計画作成担当者） １名 

介護支援専門員（計画作成担当者）は、適切なサービスが提供されるよう居宅サービス計

画、指定介護予防サービス等の利用に係る計画、小規模多機能型居宅介護計画及び介護予



防小規模多機能型居宅介護計画（以下「居宅サービス計画等」という。）を作成するとと

もに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡及び調整を行

います。 

（３）看護職員 １名（常勤1名） 

看護職員はご利用者に対して日常的な健康管理を行うとともに、通常時及び特にご利用

者の状態悪化時における医療機関との連絡及び調整を行います。 

（４）介護従業者  １５名 

常勤 1名、非常勤 １４名 うち看護師１名 

    ただし、業務の状況により増減します。 

介護従業者は、小規模多機能型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画

（以下「小規模多機能型居宅介護計画」という。）に基づき、サービスの提供にあたりま

す。 

 

６．提供するサービスの内容 

提供するサービスの概要 

サービスの種類 サービスの内容 

通いサービス 事業所にお越しいただき（送迎いたします）、食事・入浴・

排泄等の生活介護、レクリエーション、機能訓練（体操、

運動）などのサービスを個人個人にあった内容で提供し、

楽しく過ごしていただき、心身の機能維持に努め、可能な

かぎり自立した生活ができるよう支援いたします。 

宿泊サービス ご自宅での就寝が不安な場合に、当事業所に宿泊して、給

食・排泄等の生活介護等を受けることができます。 

訪問サービス ご自宅での生活で、介助が必要なときに、当事業所の介護

員が自宅に訪問して、食事介助・入浴介助・排泄介助・買

物・調理・掃除・洗濯等、必要な介助を行います。 

介護計画の作成 居宅サービス計画等、及び小規模多機能型居宅介護計画を

作成します。 

相談・助言 介護等についての相談・助言等 

※ これらのサービスをご利用者の状況・ご家族の状況に応じて柔軟に組み合わせて、 

作成された小規模多機能型居宅介護計画に基づいてサービスを提供します。 

 

７．提供するサービスの利用料について 

介護報酬の告示上の金額とします。介護報酬に関してのキャンセル料は不要です 

 

８．介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。（サービス概要と利用料金） 

（１）食費  朝食 300円  昼食600円  夕食600円  おやつ 100円 

たとえば、通いサービス時は昼食＋おやつで 700円となります。 

     食事については、前々日16：00以降のキャンセルについてはキャンセル料として上記金

額を申し受けます。 

（２）宿泊費  2500円/泊 

（３）おむつ代 100円/枚 

（４）趣味等にかかわる特別なレクリエーション代 



   希望によりレクリエーションに参加していただく場合、特別に必要な材料費等は実費 

（５）理美容代 実費 

（６）外出時のご利用者の食事代、ご利用者の嗜好による物品の購入は実費 

（７）入浴用タオルレンタル代110円（バスタオル 50円・フェイスタオル２枚 60円） 

（８）複写物の交付 10円/枚 サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。 

（９）前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機

能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの

にかかる費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を

いただきます。 

 

９．利用料金等のお支払い方法 

利用料および介護保険の給付対象とならないサービスの費用（前記 （１）（２）（３）（４）

（５）（７）（８））は、翌月 15日までに当該月の請求をいたしますので、毎月27日に指定金 

融機関口座より自動振替にてお支払い下さい。お支払い確認後、領収証を発行いたします。 

 

１０．サービス利用にあたっての留意事項 

  （１）通常の事業の実施地域等を勘案し、ご利用申込者に対し適切なサービスを提供すること

が困難であると認められる場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、

適当な他の指定小規模多機能型居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに

講じます。 

  （２）サービス提供の終了に際しては、ご利用者又はそのご家族に対して適切な助言を行うと

ともに、当該ご利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サー

ビスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

  （３）ご利用者及びそのご家族は、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供を受けられる際には、医師の診断や日常生活上の注意事項、利用当

日の健康状態等を従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けられます

よう留意して下さい。 

 

１１．緊急時等における対応方法 

（１）指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行って

いるときにご利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や

協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、医師の指示に従い応急処置などを行い

ます。救急車の手配もいたします。 

 

１２．事故発生時の対応方法 

  （１）利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居

宅介護支援事業者等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

  （２）利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際してとった処置につ

いて記録する。 

  （３）事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止の対策を講じます。 

  （４）ご利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 



 

緊急連絡先 

 氏名   

 住所   

 電話番号   

 続柄   

主治医 

 医療機関名  

 医師名  

 住所  

 電話番号  

 

１３．協力医療機関  

医療機関 住所 電話番号 

独立行政法人国立病院機構  

刀根山病院 

豊中市刀根山５丁目１番１号 ０６－６８５３－２００１ 

藤戸クリニック 

 

豊中市本町６丁目７番６号 

 

０６－６８４８－１１１１ 

小原歯科 

 

豊中市中桜塚２丁目２７番８

号 

０６－６８５７－３８６８ 

医療法人 聖翔会 

リー・デンタルクリニック 

豊中市上新田 1 丁目１０番２

１号千里ドクターハウス 1階 

０６－６８３２－１３１３ 

 

１４．非常災害対策 

（１）指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供中に天災

その他の災害が発生した場合、従業者はご利用者の避難等適切な措置を講じます。また、

管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、

災害時には避難等の指揮をとります。 

  （２）非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防災管

理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年２回（内1回は夜間想定）定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行います。 

  （３）前項に規定する訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるように努めます。 

 

１５．身体的拘束等の禁止 

（１）事業所は、当該ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束その他ご利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行いません。 

  （２）前項の規程による身体的拘束等は、あらかじめご利用者のご家族に説明を行い、文書で

同意を得た場合のみ、その条件と期間内において行います。 

  （３）前各項の規定による身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記載します。 

 

 



 

１６．衛生管理等 

（１）ご利用者が使用される事業所、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

  （２）事業所において感染症が発生し又はまん延しないように必要な措置を講じ、必要に応じ

保健所の助言、指導を求めます。 

 

１７．苦情処理 

（１）指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係るご

利用者又はそのご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じ

ます。 

  （２）指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係るご

利用者又はそのご家族からの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しま

す。 

  （３）事業所は、苦情がサービスの質の向上に図る上での重要な情報であると認識し、苦情の

内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行います。 

  （４）事業所は、提供した指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅

介護に関し、介護保険法（以下「法」という。）第 23条又は法第 78条の7若しくは法第

115 条の 17 の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力しま

す。市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行います。 

  （５）事業所は、提供した指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅

介護に係るご利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第 176条第 1

項第 3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

苦情申し立て窓口 

＜事業所の窓口＞ 

ピグマリオン ヒュッテ上野 

ご利用時間 午前９時～午後５時 

 電話  ０６－４８６５－３３０７ 

  ＦＡＸ ０６－４８６５―３３０８ 

 豊中市上野東１－１６－３ 担当者：四宮 

＜豊中市の窓口＞ 

福祉部 長寿社会政策課 

所在地 豊中市中桜塚３－１－１ 

受付 午前8時45分～午後 5時15分 

（月曜日～金曜日）年末年始・祝日を除く 

    電話 ０６－６８５８－２８３７ 

    FAX   ０６－６８５８－３１４６ 

＜豊中市の窓口＞ 

『話して安心、困りごと相談』 

所在地 豊中市中桜塚３－１－１ 

受付 午前9時～午後5時 15分（月曜日～金曜日） 

 電話 ０６－６８５８－２８１５ 

 FAX   ０６－６８５４－４３４４ 

＜公的団体の窓口＞ 

大阪府国民健康保険団体連合会 

所在地 大阪市中央区常盤町１－３－８ 

     中央大通ＦＮビル内 

  受付 午前９時～午後５時（月曜日～金曜日） 

  電話 ０６－６９４９－５４１８ 



１８．個人情報の保護 

（１）事業所は、ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」を遵守し適切な取り扱いに努めます。 

  （２）事業者が得たご利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目

的では原則的に利用いたしません。外部への情報提供につきましては予め文書により利

用者又はその代理人の了解を得ます。 

 

１９．秘密の保持 

（１）従業者は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持します。 

（２）従業者との雇用契約につきましては、従業者でなくなった後においても業務上知り得た

ご利用者又はそのご家族の秘密を保持する旨の内容とします。 

 

２０．虐待防止に関する事項 

（１）事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じます。 

①虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

②ご利用者及びそのご家族からの苦情処理体制の整備 

③その他虐待防止のために必要な措置 

  （２）事業所はサービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（ご利用者のご家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やか

にこれを市町村に通報いたします。 

 

２１．運営推進会議 

（１）事業所は、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提

供にあたっては、ご利用者、ご利用者のご家族、地域住民の代表者、事業所が所在する

市町村の職員、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、小規模

多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護につきまして知見を有する者等

により構成される運営推進会議を設置し、おおむね２ヶ月に１回以上、運営推進会議に

対して通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設け

ます。 

  （２）事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表します。 

 

２２．記録の保存 

事業所は、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関す

る「豊中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成24年豊中市条例第70号）」（以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）

及び「豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例（平成 24年豊中市条例第74号）」（以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準条例」という。）で定める記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

 

 



２３.サービスの終了 

① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出下さい。 

② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合は、終了１ヶ月前まで

に文書により通知いたします。その場合、継続した介護が受けられるよう引継ぎ等の支援を

行います。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

◆ ご利用者が介護施設に入所した場合 

◆ 要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

◆ ご利用者が死亡した場合 

◆ ご利用者が長期間（１ヶ月以上）利用しない場合 

④その他 

◇事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者、

ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または事業所が破産した場合、

ご利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

◇ご利用者がサービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告した

にもかかわらず１４日以内に支払わない場合、即座に利用を終了させていただく場合があ

ります。 

◇ご利用者あるいはご家族等が事業者や事業所のサービス従業者に対して本利用を継続しが

たいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に利用を終了させ

ていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



前記内容について、「豊中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（平成 24 年豊中市条例第 70 号）」、「豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例（平成24年豊中市条例第 74号）」の規定に基づき、ご利用者に

説明を行いました。 

 

重要事項説明書の説明年月日  令和   年   月   日 

 

 所在地 豊中市東泉丘１－２３８３－２ 

事 

業 

者 

事業者名 株式会社ピグマリオン 

代表者氏名 中辻  剛               ㊞ 

電話番号  ０６－６８５７－２７２１ 

 ＦＡＸ番号  ０６－６８５７－２７２２ 

 所在地 豊中市上野東１－１６－３ 

事 

業 

所 

事業者名 ピグマリオン ヒュッテ上野 

説明者氏名               ㊞ 

電話番号  ０６－４８６５－３３０７ 

 ＦＡＸ番号  ０６－４８６５－３３０８ 

 

本書面により、確かに上記内容の説明を事業者から受けました。 

ご利用者 住所  

 氏名                     ㊞ 

 

代筆者 住所  

 氏名                     ㊞（続柄：   ） 

 

代理人 住所  

 氏名                     ㊞（続柄：   ） 

 


